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お知らせ４月

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
う
「
は

か
り
」
は
計
量
法
の
定
め
に
よ
り
、

２
年
に
１
回
行
わ
れ
る
定
期
検
査

に
合
格
し
な
け
れ
ば
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
年
は
、

定
期
検
査
の
年
に
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
該
当
す
る
「
は
か
り
」
を

お
持
ち
の
方
は
必
ず
検
査
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　

関
係
者
の
方
（
平
成
19
年
に
受

検
さ
れ
た
方
）
に
は
、
事
前
に
郵

送
で
通
知
し
ま
す
が
、
取
引
・
証

明
に
使
用
す
る
「
は
か
り
」
を
お

持
ち
で
あ
る
の
に
郵
送
が
届
か
な

い
方
、
ま
た
は
新
規
に
事
業
を
始

め
た
方
で
取
引
・
証
明
に
使
用
す

る
「
は
か
り
」
を
お
持
ち
の
方
は
、

商
工
観
光
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
「
取
引
・
証
明
」
と
は
？

○
「
取
引
」

　

有
償
で
あ
る
と
無
償
で
あ
る
と

を
問
わ
ず
、
物
ま
た
は
役
務
の
給

付
を
目
的
と
す
る
業
務
上
の
行

為
。（
は
か
り
を
使
っ
て
物
を
売
買

し
た
り
、
品
物
の
運
送
・
保
管
等

に
伴
い
そ
の
量
に
よ
り
料
金
等
を

決
め
る
場
合
な
ど
）

○
「
証
明
」

　

公
に
ま
た
は
業
務
上
他
人
に
一

定
の
事
実
が
真
実
で
あ
る
旨
を
表

◆検査の日程および場所
検査日 時間 場所

５月 13日㈬
13：00～ 14：00 自然休養村管理センター
15：00～ 15：30 佐連会館
16：00～ 16：30 旧沖家室小学校

５月 14日㈭
  9：00 ～ 10：00 油宇公民館
10：30～ 12：00 油田出張所
13：30～ 14：30 和田出張所

５月 15日㈮ 13：00～ 15：00 日良居出張所

５月 18日㈪
13：00～ 15：00 白木出張所
15：30～ 16：30 周防大島町商工会東和支所

５月 19日㈫
  9：30 ～ 12：00
13：00～ 15：00

橘総合支所

５月 20日㈬
11：00～ 12：00 蒲野農村環境改善センター
13：30～ 15：00 沖浦農村環境改善センター

５月 21日㈭
11：00～ 12：00
13：00～ 16：00

大島文化センター

５月 22日㈮
  9：30 ～ 10：30 椋野公民館
11：00～ 12：00
13：00～ 15：00

農業者健康管理センター

明
す
る
こ
と
。（
は
か
り
で
量
っ

た
量
を
相
手
等
へ
知
ら
せ
る
行
為

で
、
病
院
や
学
校
ま
た
は
保
育
園

な
ど
で
健
康
診
断
等
に
用
い
る
も

の
な
ど
）

■
検
査
に
持
参
す
る
も
の
／

・
は
か
り
（
清
掃
し
た
も
の
）

・
手
数
料

※
た
だ
し
、
計
量
士
に
よ
る
代
行

検
査
を
受
け
た
「
は
か
り
」
は
、

こ
の
検
査
を
受
け
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
／
商
工
観
光
課
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０
０
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ま
た
は
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山
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県
計
量
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協
会
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０
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９
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は
か
り
の
定
期
検
査　

〜
今
年
は
定
期
検
査
受
検
の
年
で
す
〜

休
日
・
夜
間
小
児
診
療
協
力

医
療
機
関

　

大
島
郡
医
師
会
の
協
力
に
よ

り
、
一
次
救
急
医
療
体
制
を
図
る

た
め｢

休
日
・
夜
間
小
児
診
療
協

力
医
療
機
関｣

に
お
い
て
、
休
日
・

夜
間
に
医
師
が
在
宅
ま
た
は
在
院

し
て
い
る
場
合
、
比
較
的
軽
症
の

小
児
を
診
て
い
た
だ
け
ま
す
。

協
力
医
療
機
関
は

○
大
島
病
院
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嶋
元
医
院
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村
医
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０
１
７

○
山
中
ク
リ
ニ
ッ
ク
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‐
０
１
５
２

○
正
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内
科
医
院
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０
０
２
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病
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‐
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０
０
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医
院

☎
７
３
‐
０
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２
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川
口
医
院

☎
７
８
‐
０
３
０
６

で
す
。

※
電
話
で
症
状
を
説
明
し
、
医
師

に
確
認
の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

山
口
県
小
児
救
急
医
療
電
話

相
談

　

子
ど
も
の
急
な
病
気
（
発
熱
、

下
痢
、
嘔
吐
、
ひ
き
つ
け
等
）
で

医
療
機
関
に
す
ぐ
受
診
さ
せ
た
方

が
よ
い
か
ど
う
か
判
断
に
迷
う
と

き
、
保
護
者
か
ら
の
相
談
を
小
児

科
医
や
専
門
の
看
護
師
が
お
聞
き

し
、
助
言
を
行
い
ま
す
。

■
受
付
時
間
／

　

午
後
７
時
〜
10
時
（
毎
日
）

■
対
象
者
／

　

15
歳
未
満
の
子
ど
も
お
よ
び
そ

　

の
保
護
者　

■
電
話
番
号
／

☎
０
８
３
（
９
２
１
）
２
７
５
５

小
児
医
療

救
急
メ
モ

緊急通報装置「サスケ」の
利用料が半額になりました !!

　町では、ひとり暮らし高齢者および高齢者世帯の方を
対象に、緊急事態に対する不安の解消、日常生活の安全
確保を図ることなどを目的とした緊急通報装置設置事業
を実施しています。4月から現行月 1,000 円の利用料が
500 円になりましたので、現在設置されている方やこれ
から設置される方についても利用しやすくなりました。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
◆問い合わせ／福祉課☎０８２０（７７）５５０５


